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I健 康 経 営
ー

とーは」
健康経営とは、 従業員の健康管理を経営的

な視点で考え 、 戦略的に実践することです。

企業が経営理念に基づき、 従業員の健康維

持増進に取り組むことは、 従業員の活力向上

や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、

結果的に業績向上や 、 組織とし ての価値向上

へつながることが期待されます。

従業員の健康増進や労働衛生等への取り組

みにかかる支出をコストととらえるのではな

く、 経営的な投資として前向きにとらえるこ

とが重要です。

I健康経営への関心の高まり I
健康経営への関心が高まっている背崇には、

• 生産年齢人口の減少と 、 それに伴う人材不足

・従業員の高齢化に伴う体調問題の表面化

•健康経営の取り組みを社会的に評価する仕

組みや、 法制度の整備

があります。

明日から実践するためにI
健康増進に取り組む企業を評価する仕組み

は、 厚生労働省の「健康寿命をのばそう！ア

ワ ー ド」、 経済産業省の「健康経営銘柄」、 日

本政策投資銀行の「OBJ健康経営格付」 等が

あります。

健康経営を進めるためには 、 土台としての

法令遵守・リスクマネジメントが行われてい

ることを前提として、 企業が独自の健康増進

の制度や施策を実行することが求められてい

ます。

また 、 法令に基づいて行ってきた健康診断

や安全衛生の施策と切り離して考えるのでは

因:J
贔

なく、 延長線上であるべきで、 これまで行っ

てきた施策等の経験やデータを精極的に活用

することが、 健康経営の実践につながるとい

えるのです。

取 り 組 み 事 例 I
・健康診断受診率 100%、 有給取得率アップ

等、 数値目標を立てる

・職場における体操、 ストレッチの実施

• 自動販売機に会社負担でトクホの飲料を入

れる

・ インフルエンザ予防接種の会社負担

・従業員の健康目標の設定 、 健康教室の実施

以上のような取り組み例でわかったことは、

社長自らが率先し、 従業員が全員で参加でき

るような職場環境を作り、 さらに産業医や主

治医への報告や相談等の連携がうまく取れて

いるということでした。

健康経営は福利厚生ではなく経営課題と位

四付け、 経営者自らが実践していくことが重

要です。

実践するためには 、 行政や関連団体が提供

しているサ ー ビスを活用することで、 予鍔や

人手がなくても 、 明日からでもスタートする

ことができると思います。

各々の企業の実態に合わせて達成可能な独

自のゴールを作り、 そのゴールに向けてでき

るだけ多くの従業員の健康に対する意識を変

え 、 行動につなげて行くことが大切です。
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|パワハラ,�:関ずる相談件数増加の理由I

3 年前と比ベパワIヽラに関する相談件数が
「増加した」企業は28.8%。その理由（複数回答）

として、「パワハラに対する関心が祁まった」
が 42.5%と最も多く、「職務上のストレスが

増加している」 (41. 1 %)、 「パワハラについて
相談しやすくなった」 (40.9%) 、 「業務の負担
が増加している」 (38.5%) が続いている。

Iパワハラの予防 ・ 解決のための取組状況I
パワハラの予防・解決に向けた取組を「実

施している」企業は 52.2%と半数を超える一

方で、「特に取組を考えていない」企業は 25.3

％あった。
従業員規模別にみると、 1,000 人以上の企

業では 88.4%が実施しているが、規模が小

さくなるほど 比率が低くなり、 99 人以下で
は 26.0%だったが、 前回平成 24 年度の調査

と比較すると、どの規模でも実施率が底くな

っている。

パワハラの予防・解決のための取組の効果

企業がパワハラの予防 ・ 解決に向けた取組

を稜極的に実施すると、従業員にとっては相
談がしやすくなるとともに、企業にとっても

その実態が把握しやすくなる。

「相談窓口を設置した」が 82.9%で最も多く 、

次いで「管理職を対象に講演や研修会を実施

した」 (63.4%) 、 「就業規則などの社内規定に
盛り込んだ」 (61. 1%) となっている。

そのうち 、 実際にパワハラの予防に効果を
実感できた取組（同）として、「管理職を対象に
講演や研修会を実施した」が 74.2%で最も

多く、「一 般社員等を対象に講演や研修会を
実施した」 (69.6%) 、「 相談窓口を設置した」
(60. 6%) が続いている。 (4 ペ ー ジの図参照）

パワハラの予防·解決のだめの
取組を進める上でめ課題

最も多いのは「パワハラかどうかの判断が

難しい」で 70.9%と、次に多い「発生状況を
把握することが困難」 (35. 6%) の約 2 倍と
なっている。（下図参照）

次に、 取組を進めることで懸念される問題
（複数回答）として、「権利ばかり主張する者が

増える」が 56.9%と最も多く、「 パワハラに

該当すると思えないような訴え•相談が増え

る」 (48.9%) 、「管理職が弱腰になる」 (43.6%)

が続いている。
また、自分の勤める企業が取組を実施して

いることを把握している従業員の比率が低い
ため、従業員に周知することにも留意する必
要がある。

また、 勤務先のパワハラの予防 ・ パワハラの予防・解決のための取組を進める上での課題
解決のための取組の実
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施状況別に、

バワハ ラかとうかの判断が 難 しいI 10. 9
過去3年間にハワハフを受けたと感 発生状況を把鰹することガ困難 35. 6 

じた経験の比率をみると、「 経験し 管理職の意識が低い／理解不足
なかった」比率は、「禎極的に取り組 バつハ ラに対応する際の

の確
プ

保
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んでいる」が 77.5%に対し 「全く 適正な叫1 ・ 対処の目安がわガらない
社内に対応するための適切な人材が

取り組んでいない」は 70.5%と、租 いない／不足している
一般社員等の意諏が低い／理解不足

極的に取り組んでいるほど「経験し バワハラの予防 ・ 解決のだめの取組を
令 • 行うノウハウがないなかった」比率か高まる傾向かある゜ 経営層の意諏が低い／理解不足

次に パワハラの予防に向けて実 バつハ ラ の予防 ・ 解決のだめの取組をヽ

行う費用が確保 できない (%) 
施している取組（複数回答）として、 0 10 20 30 40 50 60 70 80 










